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「婚ダクター」 by オフィス スローハンド 

 システム説明書 

 

 

出会いからご成婚までをトータルコーディネートさせていただきます。 

 

 

パートナー登録  

 

→ 出会いをコーディネート  

 

→ 新しい未来へ  

 

 

 

A コース → ご自身でお相手を web から探していただけるコース 

B コース → コーディネーターが相性の良いお相手を定期的にご提示するコース 

 

 登録料  30,000 円  

 月会費   5,000 円 / 月 （毎月当月分 10 日までお支払い） 

  ※A コースの場合 web 使用料として別途 10,000 円 / 年がかかります。 

  

☆ご成婚に至った場合は成果報酬としてご成婚料 300,000 円を承ります。 

 

登録時 

☆ 本人確認出来るものをご提示いただきます。（例…免許証・パスポート・住基カード等） 

☆ ご希望のコースをお選びいただき、登録料、初月及び次月分月会費（A コースの場合 web使用料） 

  をお支払いただき登録していただきます。 

 

以下は登録していただく際の前提となります。ご確認ください。 

 ◎ 満２０歳以上の独身の方で，結婚に前向きである方 

 ◎ 結婚生活を営める健康且つ定期収入のある方 （収入要件は男性のみ）  
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ご登録から出会いまでの流れ 

 

① あなたのご希望をお聞きしながら相性の良いお相手をご紹介もしくは探していただきます。 

   ↓ 

② 「出会い」のお手配は，すべて担当コーディネーターが行います。 

   ↓ 

③ 双方の希望が合致すれば 日時、場所などを調整させていただきます。 

   ↓  

④ 「出会い」はコーディネーターが調整し決定した日時、場所にて，（基本）コーディネーター立会いの上，

ご本人同士が主体で行います。 

   ↓ 

⑤ その後はお二人で関係を進めていただきます。 

※途中のいろいろなご相談承ります。定期的に進行状況のご報告をしていただきます。 

※コーディネーターのお手伝いが必要な場合はお申し付けください。 

 ↓ 

 ⑥ ご成婚に至った場合はご報告いただき、コーディネート終了となります。 

 

【ご参考】 出会いのときのご注意 

・出会いの日が決定したら安易な変更は NG です。 

・当日は遅刻は厳禁です。 

・初対面は大切な時です。お相手に不快な思いをさせないことに注意を払って。 

 

◆「出会い」の結果は担当コーディネーターに必ずご連絡ください。迷ってる場合もその旨を。 

◆個人の連絡先や各種個人情報はご自身の責任でお答えいただくように。 

コーディネーターからは互いの個人情報は双方のご了承がない限りお伝えできません。 

 

さぁ、一緒に素敵な将来のパートナーを見つけましょう。 
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以下はお約束事が守られないときの規程です。通常のご利用上は発生しませんのでご心配なく。 

《登録者ペナルティ規定》  

【登録時】 

☆登録料および月会費などが滞った場合 → 即時登録抹消 

☆登録記載事項に（学歴・婚歴・年収等）誤りがあった場合 → ５万円 

 ＊登録期間中に，履歴（住所・職業・年収等）に変更があったにもかかわらず，当方への連絡を怠った場合も

含みます。 

  

【登録 から 出会い】  

☆コーディネーターより知り得たお相手に関する情報を，第三者に教えるまたは当サービスとは関係のない 

事に利用したりした場合 → 10 万円以上 

☆「出会い」を申し込んだのち、翌日以降に取り消す場合（相手から受諾の返事が来ていないとき）  

→ １万円 

☆申込側、受諾側に関わらず、既に成立していた「出会い」のお約束を取り消した場合  

    (日時、場所などが調整中で未決定の場合も含む)  → ２万円 

☆「出会い」のお約束の延期 → １万円 

※やむを得ない事情に限り，一度の延期可能 

☆「出会い」当日、事前連絡無く遅刻した場合 → １万円 

☆「出会い」当日、約束の場所に連絡なく現れなかった場合 → ２万円 

 

【出会い から 交際】  

☆お互いに交際希望とコーディネーターに報告したにもかかわらず、きちんとしたご連絡なく破談にした 

場合  → １万円 

☆当サービスを介した「出会い」からご成婚に際し、当サービスから故意に離脱し進行した場合 

     → ご成婚料相当額（30 万円）及び違約金 30 万円 

☆お相手よりお断りの連絡を受けたにもかかわらず、電話連絡などの接触を試みた場合 → １万円                                        

☆交際期間が，初めての出会いの日より６ヶ月経過した場合（オフィススローハンドが了承した場合はこの限り

ではない） ＊お互いが承知の上で，婚約及び入籍などしないで同居する場合もこれに含む。 

     → ご成婚料相当額（30 万円） 

 

【交際 から ご婚約】 

☆ご本人同士がご結婚の意思を確認しあったにもかかわらず，確認した日の次の日までに報告なき場合 

→ ご成婚料の倍額（60 万円） 
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【退会】  

※退会のご連絡は、退会ご希望月の１ ヶ月前までにお願いします。 

（ご連絡日の１ ヶ月後対応日を含む月までの月会費が発生します。） 

☆登録中に知り又は知り得た方と、退会後にいかなる事情があろうと交際又婚約に至った場合 

     → ご成婚料の倍額（60 万円） 

 

※お世話をするにあたって不適格な方と当方が判断した場合、いかなる状況であっても受領した各費用の

返金無しでサービスの提供を終了します。 

※紹介書に記載していないレベルのお相手の個人情報その他情報に関してはご本人たちの責任となります。 

 情報の取り扱いには十分にご注意ください。 

 （多大な損害賠償の原因になります。） 

 

                                  

                                      以上 

 

 

さぁ新しい未来へ。 


